
令和６年能登半島地震で住家が損壊した方へ 

 

 

令和６年能登半島地震により住家が損壊した方で次の要件を満たす場合は、保

険料が減免となります。 

 ただし、申請の際は被害の程度が確認できる罹災証明書が必要です。 

 なお、対象は住家のみで事務所の損壊は対象外です。 

 

１．保険料減免の対象・対象となる期間 

対象となる保険料：令和６年１月分～ 

減 免 の 対 象 対象となる期間 

家屋の全壊・流失もしくは全焼 ３ヵ月分 

家屋の半壊もしくは半焼 ２ヵ月分 

家屋の部分壊もしくは部分焼 １か月分 

床上浸水 30cm以上 ２か月分 

床上浸水 30cm未満 １か月分 

 

 

２．申請に必要な書類 

・ 保険料減免申請書（同封の書式） 

・ 罹災証明書の原本 

     ※罹災証明書に組合員名の記載がない場合や被害の程度が記載されていない 

場合は追加書類が必要になります 

 

《注意》 

従業員が被災された場合は事業所でまとめて申請して 

下さい 

  ※組合員ごとに申請書が必要です。複数の申請者がいる場合は 

用紙をコピーしてご利用ください 

 
［申請手続き等のお問い合わせ先］ 

全国建設工事業国民健康保険組合 石川県支部 

TEL:０７６－２３３－１０２１ 

FAX:０７６－２３１－６３０５ 





 

『地震の揺れにより建物が損壊した』 

            と記入してください 

『上記の被災状況により修繕費がかかるため 

生活が困難である』 

             と記入してください 

災害名：『令和６年能登半島地震』 

災害年月日：『令和６年 １月 １日』 

            と記入してください 
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